
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  平成 24 年税制改正(その他) 

Ｑ：今年度の税制改正には、どのようなも

のがありますか？ 

 

Ａ：次のようなものがあります。 

【解説】 

平成24年の税制改正大綱で盛り込まれてい

るその他の改正には、次のようなものがあり

ます。 

 ①特定の居住用財産の買換え・交換の見直し 

  譲渡資産の譲渡対価の上限が1.5億円(改正

前2億円)に引き下げられた上、２年延長さ

れます。平成24年１月１日以後譲渡より適

用されます。 

 ②失業給付金には所得税が課さないこととさ

れ、国税の滞納処分による差し押さえが禁

止されます。 

 ③源泉所得税の納期の特例 

  源泉所得税の納期の特例で、７月から12月

までに支払った給与等及び退職所得等につ

き徴収した所得税の納期限が翌年１月20日

(現行：１月10日)となります。また、この

関係で、納期限の特例が廃止になります。 

 ④相続税の連帯納付義務 

  次の場合は連帯納付義務が解除されます。 

  ・申告期限から５年経過した場合 

  ・納税義務者が延納又は納税猶予の適用を

受けた場合 

 ⑤国外財産調書の提出 

  年末において、価額の合計額が５千万円を

超える国外財産を有する居住者は、国外財

産調書を翌年３月15日までに税務署長に提

出しなければならないことになります。 
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